


   川崎市のごみ処理の現状・将来予測等 
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ごみ処理フロー（平成１５年度実績）

 普通ごみ
　　　　　３５５千ｔ

 粗大ごみ
　　　　　　１９千ｔ

・空き缶
・空きびん
・ペットボトル
・古紙
　　　　　　２３千ｔ

 雑金属類
　　　　　　　４千ｔ

事
業
系
ご
み

 使用済乾電池
          ０．３千ｔ

 道路清掃ごみ
           　１千ｔ

家
庭
系
ご
み

 ・施設搬入
 ・許可業者収集
　　　　　１１６千ｔ

 資源集団回収
　　　　　　　５１千ｔ

 市収集※

　　　　　　１２千ｔ

 粗大ごみ
　　処理施設
　　　　　　　２３千ｔ

 ごみ焼却施設
　
　　　　　　５０１千ｔ

 埋　　立

　　　　　　７６千ｔ

保管・資源化

 資源化
　　処理施設等
　　　　　　　　２３千ｔ

 資源化

　　　　　　３０千ｔ

※一日あたりの排出量が３０㎏未満の事業系ごみ
（注）事業系ごみは、平成１６年４月から原則として、
　　　市は収集しないこととなりました。

可燃物

金属類

焼却灰

39



  

ごみ処理フロー（平成１９年度実績）

 普通ごみ
　　　　　３０１千ｔ

 粗大ごみ
　　　　　　１０千ｔ

・空き缶
・空きびん
・ペットボトル
・古紙
・ミックスペーパー

※2

　　　　　　２４千ｔ

 小物金属※1

　　　　　　　２千ｔ

事
業
系
ご
み

 使用済乾電池
          ０．３千ｔ

 道路清掃ごみ
           ０．７千ｔ

家
庭
系
ご
み

 ・施設搬入
 ・許可業者収集
　　　　　１４０千ｔ

 資源集団回収
　　　　　　　５４千ｔ

 市収集※3

　　　　　　　０千ｔ

 粗大ごみ
　　処理施設
　　　　　　　１２千ｔ

 ごみ焼却施設
　
　　　　　　４５０千ｔ

 埋　　立

　　　　　　７６千ｔ

保管・資源化

 資源化
　　処理施設等
　　　　　　　　２４千ｔ

 資源化

　　　　　　２８千ｔ

※1　平成１６年に「雑金属類」から「小物金属」に名称
　　　変更
※2　菓子箱、包装紙、封筒等の雑かみ
　　　（注）平成１８年１１月からモデル収集を開始し、
　　　　　　平成１９年度には川崎・幸両区約１５２００世帯
　　　　　　で実施しました。
※3　一日あたりの排出量が３０㎏未満の事業系ごみ
　　　（注）事業系ごみは、平成１６年４月から原則として、
　　　　　　市は収集しないこととなりました。

可燃物

金属類

焼却灰
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家庭系ごみの組成比率（重量比）

《市民ごみ排出実態調査（平成15年度）より》

ごみの組成

ガラス類
4.9%

その他
7.8%

繊維類
1.3%

金属類
3.5%

厨芥類
35.7%

紙類
32.8%

紙類の組成比率

ペットボトル

14%

それ以外のプラ
スチック類

33%
ペットボトル以外
の容器包装材

53%

ダンボール

8%

チラシ・ダイ
レクトメール

24%

新聞紙

23%

紙パック

3%

その他の紙

16%

雑誌・書籍

13%

容器包装材

13%

プラスチック類
　　14．0％

プラスチック類の組成比プラスチック類の組成比率 

ごみの組成【平成 15 年度】 
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ごみの組成【平成 20 年度】 

 

家庭系ごみの組成比率（重量比） 
 

《市民ごみ排出実態調査（平成 20 年度）より》 

紙類
36.8%

厨芥類
29.8%

金属類
6.7%

繊維類
2.3%

その他
5.8%

ガラス類
4.8%

紙類の組成比率 

ペット 
ボトル 
12% 

それ以外のプラ 
スチック類 

37% 

ペットボトル以外 
の容器包装材 

51% 

ダンボール
7% 

チラシ・ダイ 
レクトメール 

26% 

新聞紙 
28% 

紙パック 
2% 

その他の紙 
14% 

雑誌・書籍
13% 

容器包装材
10% 

プラスチック類の組成比率 

プラスチック類
13.8% 
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具体的施策の取組状況（平成１７～１９年度） 

 

（１）循環型社会へのビジョンを共有し「環境市民となる」 

 ア 環境教育・環境学習の促進 

本計画では、環境について知り、学び、実践する教育・学習の場を拡大し、３Ｒ（リデュー

ス・リユース・リサイクル）に関心のある市民や学校等の教育関連機関などと連携を図りなが

ら、横断的な取組を進めることとしています。 

   本市では、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」（平成 16 年

10 月施行）に基づき、平成 18 年 3 月に「川崎市環境教育・学習基本方針」を改訂し、この方

針により、ごみ減量・リサイクルに関し、環境教育・学習事業を展開しました。 

     
出前ごみスクール                 生ごみリサイクル体験学習 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 出前ごみスクール・ふれあい出張講座 

小学生（3・4 年生）向け体験型学習である「出前ごみスクール」及び、町内会・自治会等向け

の「ふれあい出張講座」を実施し、環境に対する意識啓発を図りました。 

 17 年度 18 年度 19 年度 

実施回数 出前ごみスクール：15 回 

ふれあい出張講座： 4 回 

出前ごみスクール：54 回 

ふれあい出張講座：11 回 

出前ごみスクール：51 回 

ふれあい出張講座：32 回 

 

・ ごみ問題講演会の開催 

市民、減量指導員、事業者を対象にごみ問題に関する講演会を毎年実施し、意識啓発を図りま

した。 

 17 年度 18 年度 19 年度 

テーマ 

市民が進めるごみ減量と

リサイクル 

エコショッピング・クッキン

グでストップごみ問題＆地

球温暖化 

今日からできる！家庭の生

ごみダイエット 

開催日時 

会場 

 

参加人数 

18 年 1 月 28 日（1回開催）

エポック中原 

 

約 550 人 

18 年 8 月 29 日（1回開催）

エポック中原 

 

約 550 人 

19 年 10 月（2回開催） 

10/10  川崎市産業振興会館

10/16  多摩市民館 

約 300 人 
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 イ 情報の共有化 

   情報発信の迅速化や、様々な情報媒体の活用、また、インターネットを利用した情報交換シ

ステムの充実といったニーズに対応するため、市民・事業者・行政の情報共有の充実に努めま

した。 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 再利用品交換情報誌「エコー」の充実 

再利用品の橋渡しをする情報誌である「エコー」を広く市民の方に知っていただくため、配布

場所の拡充（公園事務所、市立病院、川崎信用金庫本店等）のほか、市 HP に紹介ページを掲載

するとともに、（財）川崎市リサイクル環境公社 HP 上からの掲載申込の受付を開始しました。 

  川崎市リサイクル環境公社 HP アドレス：http://www.krk-kosya.or.jp/ 

 

・ 広報誌の充実 

  本計画の取組状況等を取りまとめた「かわさきチャレンジ３Ｒ Ｎｅｗｓ」を平成 17 年 9月に

創刊し、平成 19 年 12 月には第 6号を発行しました。 

また、平成 19 年 4 月の普通ごみ収集回数の変更及びミックスペーパー分別収集のモデル実施

に伴い、平成 18 年 12 月に保存版の分別・リサイクルハンドブック「ごみと資源物の分け方・出

し方」を 79 万部作成し、配布しました。 

 

 

 ウ 減量・リサイクル活動の活性化 

   地域に密着した減量指導員制度の充実や、フリーマーケットの開催などにより、市民の自主

的な活動の促進を図りました。     

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 減量指導員制度の充実 

  平成 17 年度に開催した減量指導員ネットワーク会議の中で、現行の廃棄物減量指導員制度の

課題と今後の取組を整理し、平成 18・19 年度には減量指導員と生活環境事業所との連携強化に

向けた取組を行いました。 

 

・ フリーマーケットの開催  

毎年、かわさき市民まつりにおいて、フリーマーケットを

開催し、市民のリサイクル活動を推進しました。 

 

 

 

 

 フリーマーケット 
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 エ 市民参加の促進 

   市民の方がごみ問題に関心を持ち、積極的に参加・活動できる場として、「川崎市ごみ減量

推進市民会議」を平成 19 年 1 月に設置し、ごみ減量・リサイクルの推進に向けた市民の自主

的な取組を促進しました。 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 「川崎市ごみ減量推進市民会議」の設置 

市民、減量指導員、事業者、学識者、行政などから構成する会議を平成 19 年 1 月に設置し、

平成 19 年度は 3つの分科会を設け、ごみ減量に向けた具体的な取組を実施しました。 

 第１分科会 第 2分科会 第 3分科会 

テーマ 生ごみの減量 地域におけるごみ減量 事業者との連携によるごみ減量

取組の内容 

生ごみリサイクルハンド

ブック「チャレンジ 生ご

みダイエット 私からは

じめる実践編」の作成 

（平成 20 年 3 月発行） 

市民によるごみ減量・リサイク

ル等の取組みに関する「ごみニ

ティの底力・発表大会」の開催

 （平成 19 年 11 月 11 日開催）

事業者 2社、市民団体 2団体

及び市によるレジ袋削減に

関する協定締結 

（平成 19 年 10 月 2 日締結）

 

 

 オ まちの美化推進 

   ごみのない、美しく魅力あふれるまちづくりを目指し、不適正排出や不法投棄の防止への取

組や、駅周辺・繁華街などでの散乱ごみの清掃活動を行いました。 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 不法投棄防止に向けた取組 

廃棄物の不法投棄は、臨海部を中心に後を絶たない状況にあるため、国土交通省、在市内警

察署、川崎市関係部局が参加する「川崎市不法投棄等防止連絡協議会」を通じ、監視事業の協

力体制や不法投棄事案の対応方法等に関する調整や意見交換を行ったほか、市内タクシー協会

にも協力を要請し「不法投棄通報タクシー」を走行するなど、関係機関との連携と監視体制を

築きました。 

また、定期的な不法投棄監視パトロールを実施し、不法投棄者が特定できた場合には、原状

回復の指導や警察への通報をするなどの対応を図りました。 

 

・ クリーンアップかわさき推進事業 

  川崎の玄関口である川崎駅周辺について集中的に散乱ごみの清掃活動を行いました。 
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（２）循環型の処理システムを築く 

 ア ごみをつくらない社会を創る 

    物の購入、消費、廃棄など各段階において、ごみの発生・排出抑制を基本としたライフス

タイルや事業活動への転換を促す取組を行いました。 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 製品の適正包装の推進 

  市内の大手スーパー、百貨店、商店街等に対して「適正包装及びレジ袋削減の推進」について

協力を要請するとともに、特に主要駅周辺のデパート・百貨店に対しては個別に訪問して、要請

を行いました。（年 2回、6月及び 11 月に実施） 

 17 年度 18 年度 19 年度 

協力要請店舗数 約 1,200 店舗 約 1,100 店舗 約 1,600 店舗 

 

・ 事業系ごみ減量化に向けた指導の徹底 

ごみを多量に排出する事業者を多量排出事業者・準多量排出事業者に認定し、減量等計画書の

提出を求めるとともに、多量排出事業者に対しては、説明会を開催しごみ減量・リサイクルへの

協力を要請しました。 

また、必要に応じ個別にヒアリングを行い、課題点等を把握し、減量化に向けた指導を行いま

した。 

 

・ 環境に配慮した製品の開発の促進 

拡大生産者責任の追及や、環境に配慮した製品の積極的な開発等について、八都県市首脳会議

等を通じて他の自治体と連携し、国や関係業界などへの働きかけを行いました。 

 

 

 イ やむを得ず出たごみは可能な限り資源物とする 

   やむを得ず排出されたごみについては、可能な限り資源化することを目指し、排出量の多い

紙類、生ごみ等について資源化に向けた事業を展開しました。 

   また、市民、事業者の自主的なリサイクル活動を促進するため、資源集団回収の拡大に向け

た取組や事業者による資源化活動の支援を行いました。 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ 資源集団回収事業の拡大 

市のごみ総排出量の約１割を占め、ごみの資源化に大きく寄与している資源集団回収は、近年

実施団体数や回収量が伸び悩んでいることから、活動の活性化を目指し、未実施地域の調査、未

実施団体への働きかけ、また実施団体への情報発信として平成 18 年 3月から「資源集団回収だよ

り」の発行を行いました。 
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資源集団回収実績 

 年 17 年 18 年 19 年 

回収量（ｔ） 51,928 51,519 54,431 

 

 

・ ミックスペーパーの分別収集の実施 

資源集団回収の対象外の包装紙、封筒、菓子箱等のミックスペーパーについて、平成 18 年 11

月からモデル的に分別収集を開始し、平成 22 年度中の全市実施に向け、段階的に地域を拡大し

ました。 

 17 年度 18 年度 19 年度 

モデル地域 

対象世帯 － 

川崎区・幸区の一部地域 

4,200 世帯（18.11～） 

回収量 25 トン 

川崎区・幸区の一部地域 

15,200 世帯（19.4～） 

回収量 269 トン 

 

・ その他プラスチック類の分別収集の実施 

  平成 22 年度中の分別収集のモデル実施に向け、資源化処理施設の整備手法を含めた検討を進

めました。 

 

・ かわさき生ごみリサイクルプランの策定・実施 

 平成 17 年 11 月に、市民、農業関係者などによる「（仮称）

かわさき生ごみリサイクルプラン策定検討会議」を設置し、

平成 19 年 2月に本市の地域特性を活かした「かわさき生ご

みリサイクルプラン」を策定しました。 

また、同プランに基づき、集合住宅における生ごみ減量化

方策や事業系生ごみリサイクルの調査研究を行うとともに、

かわさき・松下生ごみゼロ計画事業や生ごみリサイクルリー

ダー制度の創設などに取り組みました。 

 

 

 ウ 資源にならないごみは適正に処理する 

   ごみ処理施設の大規模な整備を計画的に実施し、施設の処理能力の維持を図るとともに、ご

み焼却により発生するエネルギーの効率的な回収・利用に努めました。 

 

【主な具体的施策の取組状況】 

 

・ ごみ発電事業 

  ごみ焼却によって発生する熱エネルギーの有効利用を図るため、従来から実施してきた発電

や蒸気供給等の活用を継続して行いました。また、余剰電力については、有効活用を図るため

売電を行っています。 

生ごみリサイクルリーダー認定式 
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